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   九州大学大学院マス・フォア・イノベーション連係学府規則 

令和３年度九大規則第１１２号 

制  定：令和 ４年 ３月３１日 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、九州大学大学院通則（平成１６年度九大規則第３号。以下「通則」と

いう。）及び九州大学学位規則（平成１６年度九大規則第８６号）により各学府規則にお

いて定めるように規定されている事項その他マス・フォア・イノベーション連係学府（以

下「本学府」という。）の教育に関し必要と認める事項について定めるものとする。 

 （教育研究上の目的） 

第２条 国際的に優れた数学力・統計力を基盤に、数学モデリングを通して組織や分野の垣

根を越えて各分野で共創し、イノベーションを創発する卓越した数学モデリング人材を

育成することを目的とする。 

 （連係学府） 

第３条 本学府は、九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号）第５条に規定する連係学

府として、数理学府、システム情報科学府及び経済学府経済工学専攻（以下、「連係協力

学府等」という。）との緊密な連係及び協力の下、連係協力学府等が有する教員組織及び

施設設備等の一部を用いて異分野融合型の教育課程を実施するものとする。 

 （入学の考査） 

第４条 入学を志願する者に対する考査は、学力検査、出身大学の成績証明書その他本学府

の定める資料により行うものとする。 

 （転学及び転学府） 

第５条 連係学府への転学又は転学府を希望する者について、本学府教授会の議を経て選

考の上、許可することができる。 

２ 前項により許可された者の単位修得の方法等については、本学府教授会の議を経て、マ

ス・フォア・イノベーション連係学府長（以下「本学府長」という。）が定める。 

 （学期） 

第６条 学年を分けて次の２学期とする。 

 前期 ４月１日から９月３０日まで 

 後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

２ 前項に定める各学期の授業期間は、別に定める。 

 （授業及び研究指導） 

第７条 本学府の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究

指導」という。）によって行うものとする。 

 （授業科目、単位、履修方法等） 

第８条 本学府の授業科目、単位及び履修方法は、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、本学府長は、本学府教授会の議を経て、臨時に授業科目を開
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設することができる。 

３ 本学府で開講する科目の単位計算の基準は、講義及び演習については１５時間をもっ

て１単位、実験については３０時間をもって１単位とする。 

第９条 学生は、各学期の始めに、履修しようとする授業科目を本学府長に届け出なければ

ならない。 

２ 本学府において、教育上有益と認めるときは、大学院基幹教育若しくは学府又は学部の

課程による授業科目及び単位を指定して履修させることができる。 

３ 前項の規定により修得した単位は、本学府教授会の議を経て、本学府長が特に必要があ

ると認めるときは、課程修了の要件となる単位として認定することができる。 

 （他の大学院における授業科目の履修等） 

第１０条 本学府長は、指導教員が教育上有益と認めるときは、学生が本学府の指定する他

の大学の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。 

２ 前項の規定により修得した単位は、本学府教授会の議を経て、本学府長が、１５単位を

限度として課程修了の要件となる単位として認定することができる。 

３ 本学府長は、指導教員が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院又は研究

所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、博士前期課程

の学生についてこれを認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、１年を超えないも

のとする。 

第１１条 外国の大学の大学院に留学した期間は、第１４条又は第１５条の課程修了の要

件となる在学期間として取り扱うことができる。 

２ 前項の外国の大学の大学院において修得した単位は、本学府教授会の議を経て、１５単

位を限度として課程修了の要件となる単位として認定することができる。 

 （長期にわたる教育課程の履修） 

第１２条 本学府の学生が、通則第２６条の規定に基づき、標準修業年限を超えて一定の期

間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を本学府長に申

し出たときは、本学府教授会の議を経て本学府長が定めるところにより、その計画的な履

修を認めることができる。 

 （他の大学院における授業科目の履修により修得した単位の上限） 

第１３条 第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により課程修了の要件となる単位と

して認定することができる単位数は、通則第１５条、第１７条及び第１７条の２に規定す

る転学等の場合を除き、合わせて１５単位を限度とする。 

 （博士前期課程の修了要件） 

第１４条 本学府の博士前期課程の修了要件は、博士前期課程に２年以上在学し、第８条に

規定する履修方法に基づき３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本

学府教授会の行う修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。 

２ 前項に規定する修士論文の審査及び最終試験に関し必要な事項は、別に定める。 
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 （博士課程の修了要件） 

第１５条 本学府の博士課程の修了要件は、博士課程に５年（博士前期課程に２年以上在学

し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上

在学し、第８条に規定する履修方法に基づき４６単位以上を修得し、かつ、必要な研究指

導を受けた上、本学府教授会の行う博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。

ただし、総長が認めるときは、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者について

は、博士課程に４年（博士前期課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、

当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

２ 大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第３条第３項の規定により標準修業年

限を１年以上２年未満とした修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については、

前項中「５年（博士前期課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該

課程における２年の在学期間を含む。）」とあるのは「修士課程における在学期間に３年を

加えた期間」と、「４年（博士前期課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっ

ては、当該課程における２年の在学期間を含む。）」とあるのは「４年（修士課程における

在学期間を含む。）」と読み替えて、前項の規定を適用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１

５６条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する

者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士後

期課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、博士後期課程に３年（法科大学院の課程

を修了した者にあっては、２年）以上在学し、１６単位以上修得し、かつ、必要な研究指

導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に

関しては、総長が認めるときは、特に優れた研究業績を上げた者については、博士後期課

程に２年（標準修業年限が１年以上２年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、

４年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間）以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前３項に規定する博士論文の審査及び最終試験に関し必要な事項は、別に定める。 

 （修士論文の提出） 

第１６条 本学府の修士論文は、博士前期課程に１年以上在学し、必要な研究指導を受けた

上で提出するものとする。 

 （博士論文の提出） 

第１７条 本学府の博士論文は、博士後期課程に２年以上在学し、必要な研究指導を受けた

上で提出するものとする。ただし、本学府教授会の議を経て、博士後期課程に在学する者

で特に優れた研究業績を上げたと本学府長が認めたものは、博士後期課程における在学

期間が２年に満たなくても博士論文を提出することができる。 

 （科目等履修生） 

第１８条 科目等履修生として入学を志願できる者は、九州大学科目等履修生等規則（平成

１６年度九大規則第９１号）第２条第２項に定めるところによる。 
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第１９条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書に履修しようとする授業

科目名を記載し、履歴書及び検定料を添えて、本学府長に願い出なければならない。 

２ 本学府長は、学生の授業に支障がないときは、前項の願い出があった者について選考の

上、学年又は学期の始めに入学を許可することができる。 

第２０条 科目等履修生の履修した授業科目については、成績評価を行い、合格とされたも

のについて所定の単位を与える。 

第２１条 本学府長は、科目等履修生の修得した単位について、所要の証明書を交付するこ

とができる。 

 （聴講生） 

第２２条 別表の授業科目について聴講を志願する者があるときは、聴講生として聴講を

許可することがある。 

第２３条 聴講を志願できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する

者とする。 

第２４条 聴講を志願する者は、所定の願書に履歴書及び検定料を添えて本学府長に提出

しなければならない。 

第２５条 聴講を志願する者に対する選考方法については、本学府教授会の議を経て、本学

府長が定める。 

 （雑則） 

第２６条 この規則その他の規則等に定めるもののほか、本学府の校務について必要な事

項は、本学府教授会の議を経て、本学府長が定める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表 

一 履修方法 

（１）博士前期課程 

本学府に係る授業について、次の要件を満たす３０単位以上を修得しなければなら

ない。 

(1) 科目区分「基礎科目」のうち、「数学共創基礎Ⅰ～ⅩⅩ」から４単位以上 

(2) 科目区分「インターンシップ科目」について４単位以上 

(3) 科目区分「講究科目」について１０単位 

(4) 各連係協力学府専攻教育科目１２単位以上 

（以下の科目も「各連係協力学府専攻教育科目（１２単位）」に含めることができる） 

① 科目区分「トランジション科目」（システム情報科学府及び経済学府経済工学

専攻に係る入学者選抜に合格した者に限る。） 

② 科目区分「基礎科目」のうち４単位を超えて履修する科目 

③ 指導教員が必要と判断する他学府（連係協力学府を除く）の授業科目 

 

（２）博士後期課程 

本学府に係る授業について、次の要件を満たす１６単位以上を修得しなければなら

ない。 

(1) 科目区分「インターンシップ科目」について６単位以上（「数学創発モデリング」

の２単位を含む） 

(2) 科目区分「プレゼンテーション科目」について２単位 

(3) 科目区分「講究科目」について８単位 

 

二 授業科目等 

（１）博士前期課程 

科目群 科目区分 授業科目 単位 選択・必修の別 

トランジショ

ン基礎科目群 

基礎科目 数学共創基礎Ⅰ １ 選択 

数学共創基礎Ⅱ １ 選択 

数学共創基礎Ⅲ １ 選択 

数学共創基礎Ⅳ １ 選択 

数学共創基礎Ⅴ １ 選択 

数学共創基礎Ⅵ １ 選択 

数学共創基礎Ⅶ １ 選択 

数学共創基礎Ⅷ １ 選択 

数学共創基礎Ⅸ １ 選択 

数学共創基礎Ⅹ １ 選択 
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数学共創基礎ⅩⅠ １ 選択 

数学共創基礎ⅩⅡ １ 選択 

数学共創基礎ⅩⅢ １ 選択 

数学共創基礎ⅩⅣ １ 選択 

数学共創基礎ⅩⅤ １ 選択 

数学共創基礎ⅩⅥ １ 選択 

数学共創基礎ⅩⅦ １ 選択 

数学共創基礎ⅩⅧ １ 選択 

数学共創基礎ⅩⅨ １ 選択 

数学共創基礎ⅩⅩ １ 選択 

数学共創概論Ⅰ ２ 選択 

数学共創概論Ⅱ ２ 選択 

数学共創概論Ⅲ ２ 選択 

数学共創概論Ⅳ ２ 選択 

数学共創概論Ⅴ ２ 選択 

数学共創概論Ⅵ ２ 選択 

数学共創概論Ⅶ ２ 選択 

数学共創概論Ⅷ ２ 選択 

数学共創概論Ⅸ ２ 選択 

数学共創概論Ⅹ ２ 選択 

トランジション科目

（システム情報科学

府及び経済学府経済

工学専攻に係る入学

者選抜に合格した者

が対象） 

数学トランジショ

ン基礎Ⅰ 

２ 選択 

数学トランジショ

ン基礎Ⅱ 

２ 選択 

数学トランジショ

ン基礎Ⅲ 

２ 選択 

数学トランジショ

ン基礎Ⅳ 

２ 選択 

数学トランジショ

ン基礎Ⅴ 

１ 選択 

数学トランジショ

ン基礎Ⅵ 

１ 選択 

数学共創実践

科目群 

インターンシップ科

目 

数学共創モデリン

グ 

４ 必修 
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創発力養成科

目群 

講究科目 卓越基礎講究 １０ 必修 

専攻教育科目

群 

専攻教育科目 専攻教育科目 － 選択 

 

（２）博士後期課程 

科目群 科目区分 授業科目 単位 選択・必修の別 

数学共創実践

科目群 

インターンシップ科

目 

国際共創力強化イ

ンターンシップ 

４ 選択 

異分野共創力強化

インターンシップ 

４ 選択 

産学共創力強化イ

ンターンシップ 

４ 選択 

創発力養成科

目群 

数学創発モデリン

グ 

２ 必修 

プレゼンテーション

科目 

卓越論報 ２ 必修 

講究科目 卓越講究 ８ 必修 

 


